
 
用途地域イメージ図（国土交通省ホームページより） 

※注 

 ・長崎市内には田園住居地域の指定はありません（令和 6年 10 月時点）。 

・長崎市内の準工業地域では、特別用途地区（大規模集客施設制限地区）により、延べ面積が

10,000 ㎡を超える店舗・飲食店・劇場・映画館・展示場・遊技場等について立地が制限され

ます。 


